
総社市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第１７号 

 

総社市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

総社市国民健康保険税条例施行規則（平成１７年総社市規則第４１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動

後号」という。）が存在する場合には，当該移動号を当該移動後号とし，移動後号に対応する移動号が存在しない場合には，当該移動後号を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号及び様式の表示を除く。以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分に改める。 

次の表の改正前の欄中様式の表示に下線が引かれた様式（以下「移動様式」という。）に対応する同表の改正後の欄中様式の表示に下線が引かれた様式

（以下「移動後様式」という。）が存在する場合には，当該移動様式を当該移動後様式とし，移動後様式に対応する移動様式が存在しない場合には，当該移

動後様式を加える。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

（納税通知書等の様式） 

第２条 次の各号に掲げる文書の様式は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 国民健康保険税納税通知書（その１） 様式第１号 

(２) 国民健康保険税納税通知書（その２） 様式第１号の２ 

(３) 国民健康保険税決定（更正）通知書（その１） 様式第１号の３ 

(４) 国民健康保険税決定（更正）通知書（その２） 様式第１号の４ 

(５) 略 

(６) 略 

(７) 略 

 

様式第１号（第２条関係）  

（別紙のとおり） 
 

 

（納税通知書等の様式） 

第２条 次の各号に掲げる文書の様式は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 国民健康保険税納税通知書 様式第１号 

 

(２) 国民健康保険税決定（更正）通知書（その１） 様式第１号の２ 

(３) 国民健康保険税決定（更正）通知書（その２） 様式第１号の３ 

(４) 略 

(５) 略 

(６) 略 

 

様式第１号（第２条関係） 略 

 

 



改   正   後 改   正   前 

様式第１号の２（第２条関係）  

（別紙のとおり） 
 

様式第１号の３（第２条関係）  

（別紙のとおり） 
 

様式第１号の４（第２条関係）  

（別紙のとおり） 
  

様式第１号の２（第２条関係） 略 

 
 

様式第１号の３（第２条関係） 略 

 

附 則 

 この規則は，令和８年４月１日から施行する。 





税率及び賦課の根拠等について 

 

１ 税率 

 

２ 賦課期日 

 

３ 賦課の根拠 

 

４ 納期 

 

５ 延滞金及び督促手数料 

 

６ 滞納処分 

 

７ 不服申立て及び取消しの訴え 





税率及び賦課の根拠等について 

 

１ 税率 

 

２ 賦課期日 

 

３ 賦課の根拠 

 

４ 納期 

 

５ 延滞金及び督促手数料 

 

６ 滞納処分 

 

７ 不服申立て及び取消しの訴え 





税率及び賦課の根拠等について 

 

１ 税率 

 

２ 賦課期日 

 

３ 賦課の根拠 

 

４ 納期 

 

５ 延滞金及び督促手数料 

 

６ 滞納処分 

 

７ 不服申立て及び取消しの訴え 







税率及び賦課の根拠等について 

 

１ 税率 

 

２ 賦課期日 

 

３ 賦課の根拠 

 

４ 納期 

 

５ 延滞金及び督促手数料 

 

６ 滞納処分 

 

７ 不服申立て及び取消しの訴え 




